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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　少なくとも1つの第1のアンテナを使用して送信されるべき少なくとも1つの第1のサウン
ディング基準信号(SRS)の各々に対する送信電力を決定するステップであって、前記決定
が、ユーザ機器(UE)の経路指定構成が、選択的に第2のアンテナまたは前記少なくとも1つ
の第1のアンテナを使用して送信するように構成された送信チェーンの増幅器を使用して
前記少なくとも1つの第1のSRSを送信するために使用されるかどうかに基づき、前記UEの
前記経路指定構成が、スロットの異なるシンボルを使用して前記少なくとも1つの第1のSR
Sおよび第2のSRSを送信するために使用され、前記決定が、前記UEが前記少なくとも1つの
第1のSRSを送信するときに前記増幅器の電力範囲を通して前記経路指定構成に関連した電
力損失に関連する送信電力オフセットを維持すべきであると決定することを含む、ステッ
プと、
　前記決定に基づいて前記少なくとも1つの第1のSRSを送信するステップとを含む、方法
。
【請求項２】
　前記少なくとも1つの第1のアンテナがダウンリンク通信用に指定され、前記第2のアン
テナがアップリンク通信用に指定される、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記決定が、
　前記少なくとも1つの第1のSRSを送信するときに送信電力限界に達するまで前記電力損
失を補償すべきか、または
　前記少なくとも1つの第1のSRSを送信するときに前記増幅器の前記電力範囲を通して前
記電力損失に関連する前記送信電力オフセットを維持すべきかを決定するステップを含む
、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記第2のアンテナを介して前記第2のSRSを送信するステップをさらに含み、
　前記補償することが、前記送信電力限界に達するまで前記少なくとも1つの第1のSRSの
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前記送信電力が前記第2のSRSの送信電力と同じであるように前記電力損失を補償すること
を含む、請求項3に記載の方法。
【請求項５】
　前記第2のアンテナを介して前記第2のSRSを送信するステップをさらに含み、
　前記維持することが、前記少なくとも1つの第1のSRSの前記送信電力が前記送信電力オ
フセットだけ前記第2のSRSの送信電力より小さいように前記送信電力オフセットを維持す
ることを含む、請求項3に記載の方法。
【請求項６】
　前記UEが前記増幅器の前記電力範囲を通して前記送信電力を維持すべきであるという指
示を、ネットワークエンティティから受信するステップをさらに含む、請求項1に記載の
方法。
【請求項７】
　前記電力損失が、前記増幅器の出力を前記少なくとも1つの第1のアンテナと結合するた
めに使用される1つまたは複数の構成要素に関連付けられる、請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　ユーザ機器(UE)が、選択的に第2のアンテナまたは少なくとも1つの第1のアンテナを使
用して送信するように構成された送信チェーンの増幅器を使用して前記少なくとも1つの
第1のアンテナを介して少なくとも1つの第1のサウンディング基準信号(SRS)を送信するた
めに使用される経路指定構成に関連する電力損失を補償すべきかどうかを決定するステッ
プであって、前記UEの前記経路指定構成が、スロットの異なるシンボルを使用して前記少
なくとも1つの第1のSRSおよび第2のSRSを送信するために使用され、前記決定が、前記UE
が前記少なくとも1つの第1のSRSを送信するときに前記増幅器の電力範囲を通して前記電
力損失に関連する送信電力オフセットを維持すべきであると決定することを含む、ステッ
プと、
　前記UEが前記増幅器の前記電力範囲を通して前記送信電力オフセットを維持すべきであ
るという第1の指示を、前記決定に基づいて前記UEに送信するステップと、
　前記第1の指示を送信した後に前記少なくとも1つの第1のSRSを前記UEから受信するステ
ップとを含む、方法。
【請求項９】
　前記UEが前記電力損失を補償できるかどうかの第2の指示を前記UEから受信するステッ
プをさらに含み、前記決定が前記第2の指示に基づく、請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも1つの第1のアンテナがダウンリンク通信用に指定され、前記第2のアン
テナがアップリンク通信用に指定される、請求項8に記載の方法。
【請求項１１】
　前記電力損失が、前記増幅器の出力を前記少なくとも1つの第1のアンテナと結合するた
めに使用される1つまたは複数の構成要素に関連付けられる、請求項8に記載の方法。
【請求項１２】
　ワイヤレス通信のための装置であって
　少なくとも1つの第1のアンテナを使用して送信されるべき少なくとも1つの第1のサウン
ディング基準信号(SRS)の各々に対する送信電力を決定するように構成された処理システ
ムであって、前記決定が、ユーザ機器(UE)の経路指定構成が、選択的に第2のアンテナま
たは前記少なくとも1つの第1のアンテナを使用して送信するように構成された送信チェー
ンの増幅器を使用して前記少なくとも1つの第1のSRSを送信するために使用されるかどう
かに基づき、前記UEの前記経路指定構成が、スロットの異なるシンボルを使用して前記少
なくとも1つの第1のSRSおよび第2のSRSを送信するために使用され、前記決定が、前記UE
が前記少なくとも1つの第1のSRSを送信するときに前記増幅器の電力範囲を通して前記経
路指定構成に関連した電力損失に関連する送信電力オフセットを維持すべきであると決定
することを含む、処理システムと、
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　前記決定に基づいて前記少なくとも1つの第1のSRSを送信するように構成された送信機
とを備える、装置。
【請求項１３】
　ワイヤレス通信のための装置であって
　ユーザ機器(UE)が、選択的に第2のアンテナまたは少なくとも1つの第1のアンテナを使
用して送信するように構成された送信チェーンの増幅器を使用して前記少なくとも1つの
第1のアンテナを介して少なくとも1つの第1のサウンディング基準信号(SRS)を送信するた
めに使用される経路指定構成に関連する電力損失を補償すべきかどうかを決定するように
構成された処理システムであって、前記UEの前記経路指定構成が、スロットの異なるシン
ボルを使用して前記少なくとも1つの第1のSRSおよび第2のSRSを送信するために使用され
、前記決定が、前記UEが前記少なくとも1つの第1のSRSを送信するときに前記増幅器の電
力範囲を通して前記電力損失に関連する送信電力オフセットを維持すべきであると決定す
ることを含む、処理システムと、
　前記UEが前記増幅器の前記電力範囲を通して前記送信電力オフセットを維持すべきであ
るという第1の指示を、前記決定に基づいて前記UEに送信するように構成された送信機と
、
　前記第1の指示を送信した後に前記少なくとも1つの第1のSRSを前記UEから受信するよう
に構成された受信機とを備える、装置。
【請求項１４】
　ワイヤレス通信のための装置であって
　少なくとも1つの第1のアンテナを使用して送信されるべき少なくとも1つの第1のサウン
ディング基準信号(SRS)の各々に対する送信電力を決定するための手段であって、前記決
定が、ユーザ機器(UE)の経路指定構成が、選択的に第2のアンテナまたは前記少なくとも1
つの第1のアンテナを使用して送信するように構成された送信チェーンの増幅器を使用し
て前記少なくとも1つの第1のSRSを送信するために使用されるかどうかに基づき、前記UE
の前記経路指定構成が、スロットの異なるシンボルを使用して前記少なくとも1つの第1の
SRSおよび第2のSRSを送信するために使用され、前記決定が、前記UEが前記少なくとも1つ
の第1のSRSを送信するときに前記増幅器の電力範囲を通して前記経路指定構成に関連した
電力損失に関連する送信電力オフセットを維持すべきであると決定することを含む、手段
と、
　前記決定に基づいて前記少なくとも1つの第1のSRSを送信するための手段とを含む、装
置。
【請求項１５】
　ワイヤレス通信のための装置であって
　ユーザ機器(UE)が、選択的に第2のアンテナまたは少なくとも1つの第1のアンテナを使
用して送信するように構成された送信チェーンの増幅器を使用して前記少なくとも1つの
第1のアンテナを介して少なくとも1つの第1のサウンディング基準信号(SRS)を送信するた
めに使用される経路指定構成に関連する電力損失を補償すべきかどうかを決定するための
手段であって、前記UEの前記経路指定構成が、スロットの異なるシンボルを使用して前記
少なくとも1つの第1のSRSおよび第2のSRSを送信するために使用され、前記決定が、前記U
Eが前記少なくとも1つの第1のSRSを送信するときに前記増幅器の電力範囲を通して前記電
力損失に関連する送信電力オフセットを維持すべきであると決定することを含む、手段と
、
　前記UEが前記増幅器の前記電力範囲を通して前記送信電力オフセットを維持すべきであ
るという第1の指示を、前記決定に基づいて前記UEに送信するための手段と、
　前記第1の指示を送信した後に前記少なくとも1つの第1のSRSを前記UEから受信するため
の手段とを含む、装置。
【請求項１６】
　命令を記憶したコンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令が、
　少なくとも1つの第1のアンテナを使用して送信されるべき少なくとも1つの第1のサウン
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ディング基準信号(SRS)の各々に対する送信電力を決定するステップであって、前記決定
が、ユーザ機器(UE)の経路指定構成が、選択的に第2のアンテナまたは前記少なくとも1つ
の第1のアンテナを使用して送信するように構成された送信チェーンの増幅器を使用して
前記少なくとも1つの第1のSRSを送信するために使用されるかどうかに基づき、前記UEの
前記経路指定構成が、スロットの異なるシンボルを使用して前記少なくとも1つの第1のSR
Sおよび第2のSRSを送信するために使用され、前記決定が、前記UEが前記少なくとも1つの
第1のSRSを送信するときに前記増幅器の電力範囲を通して前記経路指定構成に関連した電
力損失に関連する送信電力オフセットを維持すべきであると決定することを含む、ステッ
プと、
　前記決定に基づいて前記少なくとも1つの第1のSRSを送信することとを行うためのもの
である、コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１７】
　命令を記憶したコンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令が、
　ユーザ機器(UE)が、選択的に第2のアンテナまたは少なくとも1つの第1のアンテナを使
用して送信するように構成された送信チェーンの増幅器を使用して前記少なくとも1つの
第1のアンテナを介して少なくとも1つの第1のサウンディング基準信号(SRS)を送信するた
めに使用される経路指定構成に関連する電力損失を補償すべきかどうかを決定することで
あって、前記UEの前記経路指定構成が、スロットの異なるシンボルを使用して前記少なく
とも1つの第1のSRSおよび第2のSRSを送信するために使用され、前記決定が、前記UEが前
記少なくとも1つの第1のSRSを送信するときに前記増幅器の電力範囲を通して前記電力損
失に関連する送信電力オフセットを維持すべきであると決定することを含む、ことと、
　前記UEが前記増幅器の前記電力範囲を通して前記送信電力オフセットを維持すべきであ
るという第1の指示を、前記決定に基づいて前記UEに送信することと、
　前記第1の指示を送信した後に前記少なくとも1つの第1のSRSを前記UEから受信すること
とを行うためのものである、コンピュータ可読記憶媒体。
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